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労
農
露
圃
一
以
金
融
制
度
の
復
活

妙
必
寺
波
数
回
の
共
演
制
皮

都

帽

錦

郎

藩
札
の
漉
資
ミ
農
民
の
疲
弊

捕
逸
に
於
り
る
犯
罪
統
計
白

エ
ヴ
ヂ
ウ
ア

l
ス
教
投
逝
く

壮

崎

&

下

地
組
抽
附
す
巾
改
正
、
所
得
措
法
巾
改
正
、

経
済
棋
士

総
焼
事
士

経
済
皐
士

経

済

底

下

士

谷

口

吉

彦

縦
隣
町
半
土
中
川
典
之
助

県

正

昼

間

崎

文

規

地

川

虎

ニ

論

咽

器

取

交
遇
税
及
消
費
税
特
重
趨
課
税

支
那
拡
鴻
片
問
題
の
起
因
を
論
ず

チ
ァ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
の
文
明
論

租
税
収
入
の
季
節
的
盛
動

抱

肌

常

柑

法

学

博

士

神

戸

正

雄

文
一
準
博
士
矢
野
仁
一

致

授

堀

経

夫

法

卒

士

汐

見

一

郎

大
混
関
与
六
回
こ
す
『
岡
管
主
・
・
・
偶
・
・
可

《
-
-
一
岡
-
聞
書
官
》

議

幡
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チ

ヤ

)1ノ

ア

思

想

ス
・
ホ

の

Jレ

(
上
)

堀

主主

夫

ホ
ー
ル
自
体
詑
及
世
論
活

11" 

B官

政
策
論

員4

私
有
財
産
の
桧
討

宣
明
と
貧
困
の
削
題

jt~ 

臨
念
。
救
泊
筑

U~ 

文
明
と
は
何
ぞ
や

本
視
所
職

#ー

平
等
促
起
由
貿
際
政
鏑

主
掠
師
四
蹴

第

官
は
措
力
な
り

.寸伺

U~ 

Il~l 

最
も
辛
聞
な
る
恥
態

員年

貧
民
由
服
態

前t

批
官
主
義
思
想
史
ょ
に
於
吋

第
佐品

富
者
白
産
業
支
配
の
貨
際

る
ホ
ー
ル
白
地
位

、

Ji王

ホ
ー
ル
の
侍
記
及
び
論
著

チ
ヤ

T
y
z
・ホ

1
w
の
詳

L
い
傭
記
は
未
打
明
か
で
な
い
。

或
る
書
漏
に
よ
れ
ば
、
彼
は
一
七
四
五
年
(
?
)

仁
生
れ
一
八
二
五
年
(
?
)
に
死
ん
だ
正
あ
る
し
、
ヌ
他
の
書
物
に
よ
れ
ば
叫
彼
は
一
七
四

O
年
頃
に
生
れ
一
入
二

O
年
頃
叱
死
会
ど
あ
る
c

が、

7
2・
7
7が
そ
の
著
「
英
図
一
舵
曾
主
義
・
史
』
に
引
用
し
て
居
る
正
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
か
の
ジ
ョ
ン
・
ミ
ン
タ
ア
・
壬
ル
ガ
ン
(
』
各
国
冨
山
口
信
弓
冨
O
『
向

E
)は
、
ホ

l
w
が
入
十
歳
に
し
て
フ

Y
1

~ 

叢

チ
ヤ
ア
ル
ス
・
市

l
u
F
白
思
想

第
二
十
一
一
巻

(
第
五
鋭

四
:11ム
) 

七
豆
七
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議

E曲

テ
ヤ
ア
ル
ス
・
討
}
ル
心
思
想

佑
二
十
二
巷

(
第
五
凱

五
O
)

七
五
λ

ト
監
獄

(
E
2仲
町

E
Eロ
)
に
て
-
死
去
せ

L
こ
ご
を
体
へ
、
且
つ
ホ

l
y
が
ト
7

λ

・
ス
ペ
y

Z

(
叶
F
o
自
民
印
有
ロ
no)

に
拠
へ
た
る
ニ
通

ω手
紙
の
一
つ

l
i
そ
れ
は
一
八

O
七
年
八
月
二
十
五
日
附
で
あ
る
|
|
に
、
今
や
齢
七
十
に

重
ん
た
る
や
も
を
ぎ
し
て
八
人
の
息
子
正
二
人
の
娘
を
有
ち
居
る
こ
ご
な
ど
が
、
書
か
れ
て
ゐ
る
ご
い
ム
ζ

ピ
で

あ
る
か
ら
、
此
等
の
材
料
を
恭
従
ご
し
て
考
へ
れ
ば
、
ホ

1
P
は
一
七
四

O
年
頃
に
生
れ
一
人
二

O
年
頃
に
死
ん

だ
正
看
る
後
説
り
方
が
、
政
ら
〈
正
し
い
の
で
あ
ら
う
。

彼
は
凶
四
を
業
正

Lτ
ゐ
た
!
|
「
舶
間
約
国
民
体
記
僻
典
」
に
は
、
ホ

l
w
の
締
枕
の
ど
ζ

ろ
に
出
-
U

(
オ
ラ

Y

ダ
の
一
フ
イ
デ
ン
市
に
あ
る
時
科
大
平
卒
業
の
盤
事
士
的
意
で

b
ら
う
)
ど
あ
る
ー
ー
の
で
、

の
舵
康
の
上
に
立
(
の
痕
跡
を
辿
L
た
所

ω、
重
大
な
る
枇
曾
的
怒
弊
佐
賀
見
L
H

「
文
明
が
欧
洲
諸
国
に
於
り
る
人
民
に
及
ぽ
[
た
諸
影
響
」

(
4
r
o
E
r
n
z

円
。
可
仏

2
M

一
般
に
民
衆

。炉、
「コ
ぐー-

'"λ 
E 5 
B五

g ~ 
5'は。力ゐ
町山

喜話
" "" 5・な

何ロ円
0
3
E
印
Z
E
)
合
出
版
し
て

以
下
拙
秘
に
於

τ逃
べ
る
法
-
ヲ
な
反
資
本
主
義
的
経
済
思
想
を
俊
表
し
た
の

で
ゐ
る
。
彼
は
一
入

O
七
年
ま
で
デ
グ
ォ

V

川
川
り
タ
グ
ィ
ス
ト
ん
に
居
た
が
、
そ
の
年
に
ロ
ン
ド
ン
に
引
移
っ
た

ら
し
い
、
併
し
そ

ω後
間
も
な
〈
‘
彼
は
借
金
不
返
憐
の
廉
に
よ
っ
て
前
記
の

7
9
1
ト
監
獄
に
投
せ
ら
れ
た
。

毛
竺
ガ
ン
の
記
す
ご
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
伎
は
腿
』
ホ
ー
ル
セ
獄
合
に
訪
ね
、
食
事
を
供
に
し
た
り
な
H

と
し
て
、
彼

古
品
目
訴
を
交
す
の
機
曾
を
も
っ
た
が
、
「
彼
れ
の
誌
は
特
に
生
配
地
が
ゐ
b
且
つ
明
智
的
で
あ
っ
た
、
彼
は
み
二
プ
V

F
ス
に
泌
じ
て
ぬ
た
が
、
そ
れ
よ

b
L
L
九

ε自
然
哲
印
刷
干
に
述
成
し
て
ゐ
た
こ
E
が
印
刷
著
で
あ
る
旬

ご
り
こ
己

で
ゐ
る
。

彼
れ
の
友
人
迭
の
中
仁
彼
の
た
め
仁
借
金
を
支
挑
ひ
彼
を
出
獄
せ
し
め
ん
・
』
ご
を
申
L
出
品
者
が
ゐ
つ
h
i

が、
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彼
串

1
戸
は
、
自
分
は
不
常
な
る
訴
訟
事
件
仁
よ
っ
て
投
獄
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
借
金
を
支
梯
ム
必

要
は
な
い
ご
て
、
友
人

ω好
意
を
受
り
な
か
っ
た
、
己
言
は
れ
て
居
る
o

か
〈

τ彼
は
齢
八
十
に
[
て
獄
死
し
た

の
で
あ
る
。

ホ

l
y
の
論
著
己
し

τは
、
お
に
述
べ
た
「
文
明
の
諸
影
響
」
の
外
に
恥
一
つ
あ
る
o

そ
れ
は
「
7

ル
サ
ス
氏

ω

人
口
論
に
於
げ
る
主
た
る
結
論
に
就
て
の
諸
制
袋
」

(
O
F
担
当
色
。
E

S

F

O

日

u
Eロ
ロ
官
-
n
c
ロ
n
-
Z
E
E
-
口
百

富
山
胃

E
E正
何
ω
m
d
g
]
V
O
勺己
E
H
C
P
)

ご
い
ふ
一
一
十
五

μの
小
論
文
で
あ
っ
て
、
や
は

b
一
入

O
五
年
に
印
刷
せ
ら

れ
、
「
文
明
の
諸
影
響
L
の
附
比
四

t
L
1
、
其

ω
一
ニ
二
五
刀
よ
ち
三
五

C
Hに
組
入
れ
ら
れ
て
あ
る
ご
山
こ
正
で
あ

る
が
、
不
平
に
し
て
犯
の
現
に
有
す
る
版
(
第
二
版
)
に
は
そ
れ
が
な
レ
。

次
に
「
文
明
の
諸
影
響
し

ω新
版
(
一
入
五

O
年
)
な
い
と
の
-
」
ピ
に
就

τは
、
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ア

44「
全
労
働
政

盆
棋
史
論
』
り
英
諮
本
仁
フ
ォ
ク
λ

ヲ
A

U

放
授
が
加
へ
た
る
、
『
英
一
凶
枇
曾
主
義
率
一
ほ

ω著
者
日
鍬
」
(
一
九
一
一
民

1

一
九
二
頁
、
森
戸
氏
誇
本
附
録
第
四

O
一
一
一
一
臼
)
を
見
れ
ば
分
る
が
、
併
し
実
践
に
書
い
て
な

ν-
ミ
ヘ
削
t
「文

明
の
諸
影
響
」
の
第
二
版
に
就
て
、
一
一
一
一
首
を
費
す
必
要
が
ゐ
る
。
こ
の
第
二
版
は
一
人
二

O
年
に
出
版
さ
れ
た
の

で
あ
っ
て
、
英
の
内
山
社
は
初
版
芭
全
然
同
一
で
あ
る
が
、
た
い
V

北
(
川
り
衣
間
的
み
が
弐
の
如
〈
書
き
改
め
ら
れ
て
ゐ

郎
も
を
は
、
「
人
民

ω
現
在

ω
窮
迫
の
原
悶
に
開
削
す
る
↑
研
究
」
(
〉
ロ
開
口
』

E
q
百円
o
p
o
(い
Eω
由
。
『
任
。

る。HM
日
月
三
巴
E
H
円。
ω
m
C
町
長
。
吋
0
0日
U{OE
出
可

n
F
m
E
E
同
巳
「
山
FH'
巴
・
印
。
n
c
E凶
何
色
口
。
ロ

HARMιoロ・
H
白

N
D
)
J
E
h
也
っ
て

ゐ
る
。な

は
「
文
明
の
諸
影
響
」
は

ぺ

1
・オ
W
J
7
y

べ
Y

グ
に
よ
っ

τ獅
詳
せ
ら
れ
て
、

グ
オ
ル
グ
・
ア
ド
一
プ
ア
数
授

議

目指

チ
キ
ナ
ル
λ

・
ホ
'
ル
白
思
想

(
第
五
枕

第
二
十
二
容

五

) 

じ
五
九
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第
二
十
二
巻

(
銘
五
就

五

七
六
O

t面

議

テ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
心
思
想

の
編
輯
じ
か
、
る
国

E司
2
2
r
o

【
凶

g
m。N
日巳日
ω
自
己
m

己ロ門
H

.
牛

耳

印

O
N

目色』
uo-注
目
内
田
品
出
向
沖
・
の
中
に
、

の
「
第
十
人
世
紀
に
於
け
る
イ
ギ

P
旦
ゆ
剰
刺
品
川
侭
伯
説
比
び
土
地
改
革
説
ピ
テ
ャ
ア

F

1
・ホ
1

F

」
ご
週
す
る
一

論
文
正
共
に
牧
録
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
才
土
ア
ン
ペ
庁
グ
の
獅
誇
本
は
、
前
に
述
べ
た
毛
ペ
カ
ve
の
新
版
h
T
姦
本

ご
し
た
も
の
で
あ
っ
て
.
原
著
の
第
一
節
・
第
八
節
よ
り
第
十
六
節
ま
で
、
及
ぴ
第
二
十
九
節
よ
り
第
三
十
八
節

ま
で
の
み
を
合
む
抄
誇
本
で
ゐ
る
o

因
み
に
岡
山
本
は
三
十
九
節
仁
分
れ
、
立
(
の
他
仁
二
十
品
川
頁
の
附
録
(
討
)
が
あ

ア
ド
ラ
ア
教
授

る。
以
下
私
は
、
「
文
明
的
諸
影
響
」
(
第
二
版
に
よ
る
)
に
現
は
れ
た
る
ホ

l
w
の
忠
越
を
越
ぺ
、
最
後
に
反
資
本
主

義
経
済
思
想
史
上
に
於
け
る
ホ
ー
か
げ
の
地
位
を
明
か
に
す
る
で
め
ら
う
。

第
一
節

文
明
ご
貧
困
の
問
題

第
一
、
文
明
正
は
何
ぞ
や
ホ

I
M
F
の
主
著
叶
文
明
の
諸
影
響
」
の
題
名
が
館
に
一
示
し
て
居
る
よ
ヌ
に
、
本
書

は
第
十
九
世
紹
の
常
初
に
於
け
る
欧
洲
の
「
文
明
」

ιι
、
が
諸
国
の
人
民
の
大
多
数
に
及
ぼ
せ
る
諸
拶
響
正
の
棚
楽

で
あ
る
か
ら
、
彼
が
「
文
明
」
ご
い
ふ
言
葉
全
如
何
に
解
醐
押
し

τ居
る
か
、
ご
い
ふ
こ
ご
か
ら
紹
介
の
筆
を
趨
百
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ホ
1

F

に
よ
れ
ば
、
「
文
明
」
ご
は
、
北
米
等
の
土
人
印
丸
首
逓
野
健
人
己
呼
ば
れ
て
居
る
も
の
の
生
活
版
般
に

正
反
討
な
る
枇
曾
的
生
活
版
抽
肢
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ

τ、
具
惟
的
に
言
へ
ば
、
そ
は
、
話
科
事
の
研
究
及
び
知

識
の
普
及
、
並
び
に
生
活
上

ω便
利
品
、
趣
味
日
問
、
及
び
賛
探
品
の
生
産
及
び
享
幾
に
貢
献
す
る
所
の
工
業
及
び

ProF. Adlerは.jtの 11¥脱走 184-9年と帯ぃ cゐる。
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商
業
の
後
達
、
よ
b
成
つ

τ居
る
。

然
ら
ば
『
文
明
』
が
野
設
に
釣
L
て
有
勺
て
居
る
ご
こ
ろ
の
特
徴
は
何
で
ゐ
る
か
o

ぞ
れ
は
貧
官
の
懸
隔
で
あ

る
o

野
鐙
人
の
聞
に
は
、
文
明
闘
氏
の
聞
に
見
ら
る
、
よ
う
な
貧
富
の
差
は
な
い
。
「
者

L
北
米
の
一
土
人
が
或

る
欧
洲
凶
民
を
訪
れ
た
ご

L
た
な
ら
ば
、
こ
の
刷
曾
(
欧
洲
岡
氏
の
枇
曾
h
f
指
す
|
|
堀
註
)
に
於
け
る
人
民
聞
の

異
れ
る
身
分
及

υ扶
態
に
附
し
て
知
識
を
得
た
後
は
ハ
彼
は
泌
色
〈
、
彼
等

ω中
ω或
る
者
の
素
晴
L
い
決
裂
正

義
美
正
、
他
の
総
て

ω者
の
紋
乏
己
落
肱
£
(
の
羽
田
一
)
に
、
最
も
打
も
紙
〈
で
あ
ら
う
o

而
L
て
ご
の
文
明
岡
氏

古
彼
れ
自
身

ω閥
1
l共
蕗
に
て
は
総
て
山
者
的
批
践
が
四
川
一
で
あ
る

l
の
人
民
ご
の
最
も
著
L
レ
差
が
-
品

貼
に
存
す
る
こ
古
を
、
彼
は

f
解
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
L
o

郎
ち
文
明
岡
民
は
、
官
者
芭
貧
民
ピ
の
ニ
つ
の
階

級
(
ホ

1
w
の
川
語
一
L

従
へ
ば
、
言
。
。
包
耳
切

2
2
0
巳

Emm♂
丘
N
-
H
F
O
H
山
岳
自
血
任
。
日
U
O
O
H
J
出
山
口
w
N
P
A
U
間
以
・

N

EHι

町
や
)
に
分
割
さ
れ
て
腐
る
ζ
F
f
、
共
の
特
質
ご
す
る
、

新
〈

ω
如
〈
、
枇
合
が
山
品
者
百
貧
民
壬
の
二
階
殺
に
分
れ

τ居
る
-
w
E
に
、
近
世
文
明
国

ω最
も
著
し
き
特
徴

を
見
出
し
、

hr
、
品
川
肌
践
を
厳
止
せ
ん
ご
企
て
る
の
が
、
殆
H

と
総
て
の
枇
曾
改
革
論
者
に
共
通
な
る
胞
皮
で
あ
る

こ
ご
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
ホ

l
w
よ
り
も
数
年
先
き
に
、
彼
ピ
殆
ど
同
C
考
へ
方
i
l
野
晶
盟
主
文
明
ど
の
比

較
仁
一
筆
を
起
す
Z
い
ふ
齢
に
於
て
ー
ー
を
な

L
た
も
の
に
、
か
の
ト
マ
ス
・
ベ
イ
y
が
あ
る
o

彼
は
そ
の
著
「
農
業

上
の
正
措
置
ご
七
九
七
年
に
山
版
さ
と
の

E
に
於
て
、
文
明
ピ
野
畿
(
彼
は
之
を
自
然
賦
態

1
E
E
告
?

t
呼
ん
に
)
正
の
比
較
を
試
み
.

ピ
ホ
ー
ル
は
い
ふ
の
で
あ
る
。

「
(
北
米
の
)
一
メ
ン
ヂ
ィ
ア
ン
の
生
活
は
、
欧
洲
の
貧
民
に
峡
よ
れ
ば
、
永
続
す
る
休
日
で
あ
る
が
、
他
面
に

議

(
第
五
韓

論

第
一
一
十
二
巻

テ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
四
思
想

五
コ
一
)

七r，、

HalI. c.. Etfects of CiviIisation. 1820. p. r 
謀者油入

Hall， ibid.， p. z. 
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五
四
)

(
品
申
五
娩

錦
二
十
二
容

じ
六

i誕

論

一
ア
ヤ
ア
ル
ス

-
h
l
ル
白
思
想

そ
は
ま
る
で
下
肢
の
者
の
生
活
に
等
L
〈
見
え
る
o
r
h
r
ら、

文
明
は
、

於
て
、

欧
洲

ω賞
者
に
比
す
れ
ば
、

者
〈
は
文
明
正
呼
ば
れ
い

τ居
る
所
川
り
も
の
は
、

郎
も
そ
は
、

枇
曾
の
一

二
つ
の
方
向
に
働

ν
た
の
で
ゐ
っ
て
、

自
然
航
態
に
於

τ彼
等
が
泣
か
る
べ
き
運
命
よ
ち
も
、
数
等
よ
b
剛
且
伊
な
ら
し
め
た
ご
共
に
、
他

部
山
り
者
を
そ
れ
よ
b
も
数
等
よ
り
惨
め
に
し
た
の
で
あ
る
」
。

部
の
者
九
官
、

ホ・
1
P
は
ペ
イ
ン

ω書
物
を
引
用
し
て
ゐ
な
い
か
ら
、

V
」
う
か
は
明
か
で
な
い
が
叫
併
L
議
論
的
出
俊
貼
に
就
て
は
、

彼
が
庇
接
ベ
イ
ン
の
影
響
hr
受
り
た
か

宣
言
っ
て
居
る
。

内
容
上
彼
は
ペ
イ

ν
の
筏
級
者
で
あ
っ
た
の
で
あ

る。

ホ
1
w
は
、
上
越
の
如
〈
、
文
明
岡
民
を
貧
富
の
二
階
級
に
分
っ
て
、
彼
れ
の
一
川

曾
研
究
を
進
め
た
。
勿
論
彼
も
・
文
明
闘
の
人
民
を
貧
宙
正
レ
ム
標
準
以
外
山
一
標
準
に
よ
っ

τ将
々
な
る
階
級
に

品
刀
剣
す
る
唱
』
ピ
の
可
能
を
認
め
て
は
ゐ
た
が
、
併
し
彼
は
、
「
人
民
が
ぞ
の
心
身
の
健
康
を
維
持
す
る
に
必
要
な

る
物
主
享
受
し
て
居
ゐ
又
以
奪
取
古
れ
て
居
る
そ
の
市
慌
を
探
撃
す
る
目
的
の
た
め
に
は
」
人
民
を
前
者
及
び
貧

民
の
二
階
級
に
分
て
ば
卸
ち
足
る
、

t
信
じ
て
ゐ
た
。
か
く
て
要
す
る
に
、
「
文
明
」
ご
は
、
一
方
に
英
大
な
る
富

を
擁
L
て
、
科
肌
午
、
農
業
・
工
業
、
及
ぴ
商
業
等
を
、
自
己
の
脊
修
的
又
は
趣
味
的
欲
望
の
充
足
の
た
め
に
、
白

山
に
濁
占
利
用
し
得
る
附
級
が
作
在
し
、
他
方
に
脊
修
口
聞
や
趣
味
ロ
聞
は
言
ふ
に
及
ば
歩
、
生
活
必
需
品
を
す
ら
も

浦
足
rh
取
得

L
飽
は
ゴ
じ
る
階
級
が
存
在
す
る
よ
う
な
、
か
、
る
枇
曾
状
態
仁
劃
し
て
つ
け
ら
れ
た
る
名
稀
で
あ

が
そ
れ
は
兎
も
品
川

Z
L
τ
、

る
、
正
ホ
ー
ル
は
考
へ
た
。

第
二
、
富
は
椴
カ
な
り

然
ら
ば
次
に
、
文
明
国
に
特
有
な
る
貧
富
雨
階
級
の
聞
の
利
害
闘
係
は
、
川
端
し
て

Paine， Thomas. Agral'ian J岨 t日
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ホ
1
Y答
へ
て
回
〈
、
自
国
者
ご
貧
民
吉
の
利
害
の
相
反
は
、
代
数
曲
申
怖
、
用
ふ
る
言
葉
を
慣
れ

プ
ラ
ス
ご
マ
イ
ナ
ス
ご
の
関
係

ωよ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
到
底
調
和
し
得
な
い
ぜ
ω
夏
ら
に
然
ら
ば
、
こ

の
不
一
致

4

佐
賀
ら
す
根
本
原
闘
は
何
で
あ
る
か
。
ホ

1
P
に
よ
れ
ば
、
ぞ
れ
は
、
官
の
在
る
践
に
必
A
V
機
力
あ
b

zい
ふ
、
否

U
こ
ご
の
出
来
な
い
一
つ
の
一
帯
貨
で
め
る
。
彼
は
こ

ω事
貨
を
二
段
に
分
っ
て
考
へ
て
居
る
ぜ
忠
は

れ
る
が
、
私
の
言
葉
仁
直
せ
ば
、
そ
の
第
一
段
は
富
が
枇
曾
的
仁
具
中
併
せ
る
第
一
次
的
若
〈
は
直
接
の
椛
カ
で
ゐ

h
、
是
の
第
ニ
段
は
第
一
段
の
機
力
よ
b
一
以
生
せ
る
第
二
衣
的
者
(
は
間
接
の
権
力
で
あ
る
。
以
下
此
等

ω貼
に

つ
い
て
ホ

1
w
の
主
張
を
礎
〈
こ
正
、
す
る
。

私
は
富

ω第
一
次
的
若
(
は
碇
接
の
桃
カ
ピ
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
ホ

1
w
の
言
葉
仁
従
へ
ば
、
宮
の
有
す
る

叫
労
働
支
配
権
仁
該
賞
す
る
。
先
づ
こ
の
山
首
の
帥
労
働
支
配
織
に
闘
す
る
ホ

1
w
の
主
張
を
約
設
す
れ
ば
、
そ
は
次
の

調
和
さ
れ
得
る
や
。

I! 如
く
で
ゐ
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
『
諸
問
民
の
富
の
性
質
及
び
原
肉
」
に
闘
し
て
深
い
研
先
を
な
[
一
た
が
、
併
し
彼
れ
の
書

物
の
何
蕗
に
も
、
富
E
い
ふ
概
念
に
定
義
を
奥
へ
て
は
ゐ
な
い
。
而

Lτ

一
般
に
以
、
宮
は
・
土
地
・
家
盟
官
、

d
r
E
ネ一
Y
L
P

・2

シ
セ
シ
ト

η

賞
金
風
等
の
よ
う
な
、
人
類
が
一
般
的
承
認
に
よ
っ
て
そ
の
上
に
一
つ
の
煩
伯
を
位
〈
所
の
物
、
を
所
有
す
る

長
己
よ
り
成
品
、
ど
解
蒋
さ
れ
↓
1
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
、
か
、
る
も
の
が
富
の
本
質
及
び
性
質
を
形
遣
る
や
否
ゃ

に
つ
い
て
は
、
大
い
に
疑
が
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
ハ
例
へ
ば
金
銀
資
石
等
は
、
多
〈
の
場
合
多
t
の
事
情
の
下

に
於

τは
、
共
の
所
有
者
に
Z
っ
て
何
等
の
債
値
又
は
殺
用
の
無
い
も
の
で
あ
る

Q

た
hv
、
其
の
所
有
者
が
、

必
要
正
す
る
他
の
貨
物
を
そ
れ
等
ビ
引
換
へ
に
取
得
l
得
る
場
合
に
於
1
の
み
、
却
も
所
有
者
が
そ
れ
等
を
有

(
第
五
抗

亙
宜
)

第
二
十
二
容

t倫

諜

ナ
ヤ
ア
h
F
A

・
ホ
ー
ル
の
思
想

七
{
ハ

Ibid.. p. 67 
使用上。倒値の定

. d''';伽九吟州勿緋帆1~略許附."'"判明円町一円

16) 

17) 

相守山



(
第
五
掛

五
六
)

叢

第
二
十
二
を

チ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
由
思
想

七
六
回

論

つ

τ居
る
ニ
正
に
よ
っ
て
他
の
貨
物
を
支
配
す
る
よ
ご
が
出
来
る
場
合
仁
於
て
の
み
、
号
れ
等
は
富
ご
考
へ
ら

る
、
の
で
ゐ
る
o

而
も
愛
に
い
ふ
他
の
貨
物
は
、
取
も
直
Z
守
人
聞
の
勢
働
切
生
産
物
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
h

人
聞
の
柚
労
働
を
支
配
す
る
こ
ご
が
出
来
る
物

ωみ
が
、
郎
も
富
な
の
で
あ
る
引
「
V
い
か
ら
宮
ピ
は
、
人
聞
の
勢

働
を
支
配
す
る
の
離
カ
を
拠
へ
る
正
こ
ろ
の
も
の
、
所
持
の
請
で
あ
る
。
故
に
そ
は
推
力
で
あ
る
、
そ
は
終
局

ま
で
分
解
さ
れ
る
ピ
機
カ
に
な
る
、
否
梯
カ
の
み
仁
な
っ
て
仕
郷
う
」
。

{
右
原
文
)
巧
2

5・
任
命
日
明
V
Z
U
仔
O
司

OEBω
ゲ
ロ

oご
げ
位
三
回
目

F
m
2
2
3
5円

0
4
0
F
E
ι
n
O
B
E
E含

p
o
E『
0
5
0「
自

E
-
昨
日

P
叶

r
q
O
P
E
-
日u

。
唱
。
コ
自
ι
Z
E
F
ω
円、

RM品
岳
民
。
巳
予
三
民
目
見
。
]
吋
円
2
0
-
g
z。

ホ
ー
ル
は
、
富
を
定
義
し
て
人
類
に
有
用
な
る
物
若
〈
は

芸
の
所
持
な
り
ご
す
る
通
訟
は
、
少
〈
ご
も
彼
れ
の
所
詩
文
明
岡
民
の
聞
に
は
趨
周
吉
れ
難
い
、
ガ
か
ら
寧
み
率

直
に
、
富
を
以

τ他
的
貨
物
を
、
従
っ
て
他
人
の
崎
労
働
を
支
臨
す
る
擁
カ
若
〈
は
其
の
所
持
な
り
、

以
上
要
約
せ
る
ご

4

』
ろ
に
よ
っ
て
明
か
な
る
如
〈

正
解
す
べ
き

で
あ
る
ご
主
張
司
る
の
で
あ
る
。

読
を
な
す
者
或
は
言
は
ん
、
か
、
る
主
張
は
貧
民
を
奴
隷
ご
同
一
視
す
る
も
の
で
あ
る
、

す
で
に
、
『
製
諮
業
は
大
封
山
崎
君
主
に
劃
す
る
人
民
の
隷
脳
的
依
存
を
股
止
し
た
、
ぜ
道
破
せ

L
貼
に
」
・

ド
・
ヒ
ュ
・
l
ム
の
大
功
績
を
認
め

τ居
る
で
は
な
い
か
正
O

ホ
ー
ル
は
之
に
賂
へ

τ
レ
ふ
。
な
る
程
ア
ダ
ム
・
2

ミ

Z

は
是
う
言
っ
た
。
併

L
『
彼
は
、
多

i
の
文
明
闘
に
於

τ、
封
建
時
代
的
隷
胤
制
度
の
代
ι
り
に
、
官
者
階
級
に

謝
す
る
下
層
階
級
の
依
存
ご
い
ふ
、
新
し
い
隷
属
聞
係
が
出
来
た
こ
己
」
を
忘
れ
て
ゐ
る
ご
凶

以
上
は
、
宮
は
労
働
を
支
配
す
る
権
力
な

b
て
ふ
、
富
の
第
一
弐
的
性
質
に
閲
す
る
ホ

l
w
の
裁
で
ゐ
る
が
、

ア
タ
ム
・
旦
ミ
旦
も

デ
イ
ザ

18) Hall， tMd.， pp. 47-48 
19) Ibul.， p. 48 

20)及V'21) fbid.. p. 52. 



彼
は
、
夏
ら
仁
進
ん
で
、
富
山
り
有
す
る
第
二
女
的
若
〈
は
間
接
の
権
力
に
つ
い
て
論
じ
て
ゐ
る
か
ら
、
忍
は
そ
れ

に
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
円
〈
、

「
富
は
、
富
者
が
貧
民
の
勢
働
に
掛

Lτ
有
っ
て
居
る
ご
こ
み
の
、
或
る
特
定
の
種
類
の
権
力
で
あ
る
ば
か

b

で
な
く
、
そ
れ
は
、
大
多
数
の
文
明
闘
に
存
在
し
て
居
る
ピ
こ
ろ
の
、
殆
V
」総

τの
組
数
の
権
力
を
、
宮
の
所

有
者
に
獲
得
せ
し
め
且
つ
確
保
す
る
有
力
な
る
手
段
で
ゐ
る
。
此
等

ω図
々
の
富
者
階
級
は
、
立
法
、
行
政
、

及
び
司
法
ト
並
び
に
そ
の
総

τ
の
分
科
、
帥
も
宗
教
、
裁
判
、
軍
一
章
一
寸
に
就
て
、
総
て
の
権
力
を
共
の
手
に
牧

め

τ居
る
」
。
勿
論
ゐ
る
場
合
に
は
、
貧
民
も
投
票

ω機
利
を
有
つ
て
は
ゐ
る
が
、
併
し
そ
は
・
定
者
に
よ
る

或
る
租
の
座
迫
に
よ
っ
一
1
製
肘
古
る
、
か
、
又
は
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
代
議
士
に
な
る
者
は
大
悦
貧
民
の

敵
た
る
階
級
に
溺
す
る
か
、
そ
の
一
一
つ
よ
り
以
外
じ
は
山
な
レ
。
而

L
て
従
来
庇
h
来
bd
た
る
政
鰻
は
、
結
局

こ
れ
を
専
制
者
五
政
飽
ピ
共
和
政
髄
ざ
仁
大
別
し
符
る

0
4制
君
主
政
健
は
、
事
質
上
君
主
を
補
佐
す
る
少
数

貴
族
の
金
雄
政
治
に
な
う
て
仕
舞
う
か
ら
、
貧
民
に
ご
っ
て
不
利
益
で
ゐ
る
。
真
に
亦
共
和
政
胞
に
一
於

τも、

一
部
の
人
に
桃
カ
を
委
ね
る
の
は
、
一
激
的
に
言
ワ
て
矢
山
臨
む
富
で
あ
る
(
古
い
ふ
現
肢
に
あ
る
叫
ん
r
ら
・
そ
の

金
雄
政
治
的
色
彩
は
一
一
府
明
か
で
ゐ
る
刊

か
〈

τホ
l
p
に
よ
れ
ば
、
宮
は
、
そ
れ
を
所
有
す
る
者
に
、
第
一
次
的
に
は
人
聞
の
第
働
に
調
官
る
支
配
艇

を
、
第
二
次
的
に
は
他
の
殆
い
と
総
て
の
抑
制
閉
山
り
刑
曾
的
構
カ
を
興
へ
る
こ
ご
に
よ
っ
て
、
宵
者
を
し
て
枇
曾
を
意

の
ま
、
に
す
る
を
得
せ
L
h
U
る
も
の
で
ゐ
る
、
古
い
ふ
ニ
ご
に
な
る
。
而
も
文
明
憾
に
於
け
る
貧
富
鶴
一
陥
の
傾
向

は
日
々
に
そ
の
度
を
加
へ
、
従
つ

τ亦
宙
者
の
貧
民
に
謝
す
る
楳
力
は
柑
加
す
る
一
方
で
あ
る
。
然
ら
ば
吾
々

前

叢

チ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
白
思
想

第
二
十
ニ
谷

(
第
五
披

宜
七
}

七
六
E

fbuι， p. 74・
例へばアメリカに於て然り。 (cf.Hall， ibul.， .scction XXXVI.) 

fbid.， PP' 74-7， 
0
h“
帽
叫
u

4

9
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(
停
五
披

五
八
)

J

一、-、

I
プ
J
F

る首

議

ナ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
白
思
想

第
二
十
ニ
容

は
、
何
じ
よ
っ
て
宮
の
増
加
を
知
る
こ
こ
が
出
来
る
か
。
ホ

1
F
は
之
仁
答
へ

τ
次
の
三
項
を
血
中
げ
て
ゐ
る
。

第
一
仏
、
大
抵
の
文
明
川
聞
に
於
り
る
地
代
の
甚
し
き
勝
賞
で
あ
る
。

第
二
は
、
公
債
の
府
加
で
あ
る
o

富
者
は
公
債
に
熔
募
す
る
こ
さ
に
よ
っ
て
、
上
地
叉
は
事
業
に
放
下
苫
れ
た

る
資
本
を
減
少
す
る
こ
己
な
し
に
、
莫
大
な
る
利
子
を
取
得
す
る
。
2

第
三
は
、
あ
ら
ゆ
る
械
類
の
資
本
、
殊
に
悶
定
資
本
の
増
舗
で
あ
る
o

か
(
の
如
〈
、
「

g
…
伊
豆
ら
に
省
を
獲
得
す
い
「
〈
も
つ
ご
こ
ろ
の
機
曾

u、
甚
だ
多
〈
且
つ
甚
ピ
明
瞭
で
あ
る
。

金
が
金
を
生
む
t
は
古
〈
よ
h
の
諺
で
あ
る
山
o

而
も
こ
の
こ
ご
は
、
岡
崎
に
貧
民
の
増
加
を
意
味
し
、
民
の
隷

一
服
を
意
味
す
る
。
ホ

1
庁、
μ
、
支
那
じ
於
け
る
貧
民
の
般
態
仁
つ
い
い
て
の
ア
ダ
ム
・
子
、
、
ュ
の
記
越
を
引
用

lτ
、

そ
れ
仁
註
し
て
回
〈
、

か
、
る
貧
の
増
加
が
、
富
の
増
加
|
|
そ
れ
を
鷲
げ
り
さ
ん
正
し
て
彼
は
か
く
も
努
力

L

"“
 

た
の
で
あ
る
が
ー
ー
の
粕
川
市
で
ゐ
る
こ
己
を
、
殆
Y
」
考
へ
て
ゐ
な
か
っ
た
』
。

貧
は
守
同
の
増
加
己
共
に
増
大
す
る
。
而
上
て
可
貧
民

ω放
同
闘
が
ど
い
一
山
市
〈
な
b
、
彼
等
の
凶
山
射
ご
百
痛
ご
を
耐

え
忍
ぶ
ニ
さ
が

r
v困
難
ご
な
る
に
つ
ハ
い
て
、
反
抗
の
精
一
脚
が
現
は
れ
て
、
彼
等
ル
受
(
る
束
縛
正
一
勝
治
ピ
よ
b

路
、
.
、

脆
す
ぺ
〈
努
力
す
る
り
恐
れ
が
多
分
に
あ
る
。
先
づ
最
初
に
は
総
て
の
柿
狐
の
窃
盗
を
よ
ち
頻
繁
に
す
る
-
』
ピ
仁

よ
h
、
而
し
て
後
に
は
公
然
の
叛
乱
に
よ
っ
て
。
仰
で
強
限
手
段
が
増
加
[
、
別
産
を
血
F4躍
す
る
法
体
が
数
多
〈

な
り
且
つ
ど
ド
峻
般
に
刷
行
苫
れ
、
而
し
て
強
大
な
る
軍
隊
が
備
へ
ら
れ
ず

U

る
を
得
な
〈
な
%
で
あ
一
ら
う
。
略
言

す
れ
ば
、
軍
国
的
政
府
(μ

自
己

E
q
向
。
耳
目
日
自
同
)
が
建
設
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
〈
な
る
」
。

「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ー
は
.

t
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倫
ほ
ホ

1
F
は
、
貧
民
ご
富
者
ご
の
利
害
関
係
の
相
反
は
、
親
方
若
〈
は
雇
主
(
富
め
る
資
本
家
を
指
す
)
悶
仁

競
争
が
め
る
か
ら
、
あ
る
程
度
ま
で
緩
和
さ
る
正
の
意
見
仁
射
し
、
第
一
に
は
、
労
働
者
の
受
〈
る
拙
背
負
が
話
に

な
ら
m
H

ほ
ど
僅
少
で
ゐ
る
か
ら
、
彼
等
が
握
主
間
的
競
守
を
利
川
し
工
或
る
一
資
本
家
を
困
ら
す
べ
〈
例
へ
ば
ス

ト
ラ
イ
ク
を
試
み
た
ご
し
て
も
、
彼
等
は
丁
度

Z
E山岨
H
聞
に
敏
之
せ
る
軍
隊
ゅ
よ
う
に
』
、
直
き
に
降
服

L
て
仕
鮮

は
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
め
ら
う
が
故
に
、
第
二
仁
は
、
『
労
貨
を
低
下
苫
す
る
目
的
で
親
方
逃
が
削
結
を
つ
〈

る
こ
ご
を
禁
止
す
る
法
律
が
あ
る
闘
は
、
殆
Y
-
な
い
」
が
叫
叫
に
、
論
者

ω意
見
は
全

t
産
業
界
の
質
怖
に
賞
紛
ら

ない
V

、
さ
反
駁
[
て
居
る
山

第
三
、
貧
民

ω批
態
「
文
明
」
は
貧
富
山

v

懸
維
を
特
長
正
し
、
富
は
権
カ
を
意
味
す
、
ご
の
ホ
ー
ル
の
主
張

は
、
大
勝
以
上
越
よ
る
遁
b
で
あ
る
が
、
弐
に
私
は
・
然

ιば
第
十
九
佐
紀
の
始
的
に
於
け
る
英
闘
の
貧
民
は
如

何
な
る
航
路
に
在
っ
た
か
、
己
い
ふ
ニ
正
に
就
て
の
ホ

1
戸
の
記
過
を
紹
介
す
る
で
ゐ
ら
う
。

「
文
明
」
の
準
腿
己
共
仁
、
『
少
数
人
の
山
川
正
確
カ
が
階
大
L
、
多
数
人
の
貧
が
増
加
す
久
」
o

に
hr
ら
、
一
国
民

の
大
多
数
を
占
め
て
居
る
貧
民
に
つ
い

τ、
詳
細
な
る
事
怖
を
知
つ
℃
居
る
e

}

ご
は
、
そ
の
閥
民
そ
の
も
の
、
脱

抽
胞
を
知
っ
て
居
る
こ
記
、
な
る
G

ぉ

l
L
F
は
先
づ
農
業
労
働
者
の
状
線
よ
h
始
め
て
ゐ
る
。

農
民
は
大
抵
の
闘
に
於

t
工
業
労
働
者
よ
り
も
数
が
多
い
。
而
し
て
一
農
業
叫
労
働
者
は
、
彪
に
よ
h
時
に
よ
h

多
少
の
差
異
は
ゐ
る
が
、
英
国
の
現
状
を
基
従
己

L
て
考
へ
れ
ば
、
一
週
に
平
均
入
志
の
牧
入
を
得
っ
、
あ

る
。
若
し
妻
が
夫
り
仲
代
入
ef
補
ふ
べ
〈
一
週
に
弔
均
二
志
の
仕
事
を
し
て
居
る
正
す
れ
ば
、
杢
家

ω牧
入
は
十

志
ご
な
る
o

而
し
て
彼
等
は
平
均
三
人
の
子
供
を
有
つ

τゐ
る
か
ら
、
つ
ま

b
こ
の
十
志
で
一
家
五
人
の
生
活

(
第
五
腕

部
二
十
ニ
容

日宣
4
A
)

議

ト
u
b
川
・
ト
」

-
2
-

論

チ
ヤ
ア
ル
九
・
ホ
ー
ル
の
思
想

cf. ibul.， pp. 111-113 

Ibid.. p. 91. 

cf. ibid.' p. 3 
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ハ
O
)

第
二
十
二
審

(
第
宜
競

七
六
λ

議

チ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ

1
ル
白
思
思

前

を
維
持
し
て
行
か
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
わ
付
で
ゐ
る
叫
果
し
て
こ
の
金
で
「
牛
肉
、

パ
ン
、
第
粉
、

チ
ー
ズ
、
衣
服
・
寝
具
、
薪
炭
・
石
験
、
臓
燭
・
捕
等
の
趨
常
な
分
量
」
を
購
ひ
得
る
で
ゐ
ら
う
か
。

『
そ
れ
は
識
者
自
身
の
推
測
に
委
せ
る
で
あ
ら
う
」
o

化
ャ
一
言
畑
付
加
へ
て
置
き
度
い
の
は
、
『
今
よ
り
約
一
世

出

紀
前
に
、
他
の
何
人
よ
り
も
最
も
精
密
に
(
人
民
の
生
活
放
態
を
)
研
究
し
た
る
判
事
へ
イ
戸
(
』
邑
問
何
回
色
白
)

が
、
嘗
時
の
イ
ン
グ
ラ
y

ド
に
於
工
、
嘗
時
の
物
価
閣
で
、
一
家
族
を
維
持
し
て
行
〈
の
仁
は
、
少
〈
正
も
一
週

十
志
を
要
す
・
正
一
判
決
し
た
」
、
古
い
ふ
事
賞
汗
あ
る
o

筒
者
若
し
之
を
前
記
の
現
放
芭
併
せ
考
ふ
る
な
ら
ば
、

謁

蓋
し
思
宇
ば
に
泡
「
る
も
の
が
あ
る
で
ゐ
ら
う
。

ミ

Y
グ
、

バ
夕
、

然
ら
ば
次
に
工
場
券
働
者
の
紋
践
は
何
う
で
め
っ
た
か
。
第
十
九
世
紀
の
始
め
E
い
へ
ば
、
実
闘
に
於
て
は
阪

仁
所
説
工
業
革
命
が
|
|
妹
に
木
綿
工
業
仁
於

τー
ー
そ
の
結
果
を
現
は
し
て
ゐ
花
時
で
ゐ
る
。
ホ

1
戸
日
〈
、

「ム
γ
や
英
図
仁
於
て
は
、
岡
氏
の
生
活
必
需
品
を
供
給
す
る
農
業
よ
り
叫
労
働
者
を
駆
逐
し

τ、
彼
等
令
官
者
の

利
盆
の
た
め
仁
製
造
工
業
及
び
商
業
に
向
は
し
む
る
の
傾
向
が
、
甚
ど
著
明
で
あ
る
。
而
も
工
場
内
仁
働
〈
勢

働
者
は
、
第
一
に
は
運
動
不
足
の
た
め
、
第
二
仁
は
身
艇
の
不
自
然
な
る
姿
勢
を
強
哨
さ
る
、
た
め
、
第
三
に

は
工
場
内
の
設
備
が
非
衛
生
的
で
あ
る
た
め
に
、
某
の
健
康
を
著
し
く
筈
L
て
居
る
」
。

か
〈
述
べ

τ、
ホ

1
w
は
・
農
業
及
び
製
造
業
に
従
事
せ
る
貧
民

ω死
己
卒
、
殊
に
幼
児
の
死
巴
率
に
つ
し

て
、
究
の
よ
う
な
幽
問
者
ら
し
い
i

凱
袋
を
な
し
て
ゐ
る
。

貧
民
に
死
己
市
中
が
大
な
る
ニ
正
は
、
保
険
曾
枇
が
大
い
じ
儲
り

τ日
間
る
こ
己

ev-
見
て
も
分
る
。
例
へ
ば
ロ
V

ド

ン
の
プ
一
フ

F

7
ラ
4

7
橋
畔
に
あ
る
叶
}
再
開
門
戸
民
訂
『
Z
H
B
E
E
R
O
O
B
R
は
・
そ
の
開
業
の
嘗
初
.
欧
洲
諸
闘

Hall がと与に掲げた雌宇は、大組常時白英国農民の:tlU~' と合致する o 例へ
ばり95 勾ーに行はれ拍めたるか山布名な speiù~i.hàml(l ñd -Act of parliament 
(怯香*にヨiγ)には、三子を有する夫蹄白1;:入は九:-i!."、を棋iljl!としてゐる。
謀者納入
i--"I_af!: "ibid.， pp. 5-6 
Jlnd.. pp. J 9--':20 
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の
死
己
表
を
多
考
し
て
、
年
々
の
死
己
率
を
ニ
十
人
に
一
人

t
概
算
し
た
の
で
あ
る
が
、
非
拡
に
利
盆
が
多
か

っ
た
の
で
掛
金
を
下
げ
た
。
所
が
そ
れ
で
も
な
ほ
儲
か

b
過
ぎ
た
の
で
、
掛
金
の
一
部
を
被
保
険
者
に
返
済
し

た
位
で
あ
る
。
ぞ
の
原
因
は
何
で
あ
る
が
。
そ
れ
は
、
「
曾
刑
は
富
者
及
び
貧
民
を
一
切
合
財
合
め
た
る
闘
民

の
死
巳
卒
に
臆
じ
て
、
掛
金
古
同
を
定
め
た
ご
二
ろ
、
富
者
の
み
が
保
険
に
加
入
す
る
ニ
ご
、
な
っ
た
が
ら
で
あ

る
」
。
却
も
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
保
険
に
加
入
し
た
る
富
者
の
死
己
卒
が
一
般
死
巳
率
に
比

Lτ
遥
か
に
低
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
仰
で
直
も
に
推
測
し
待
ら
る
、
の
は
、
一
般
死
巳
率
を
し
て
斯
く
も
高
か
ら
し
む
る
も
の
は
、

即
L
貧
民
の
死
己
卒
で
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
、
ご
い
ふ
結
論
で
あ
る
。
「
官
者
ご
貧
民
ご
の
死
巴
率
の
大
な
る

不
釣
合
を
計
算
す
る
こ
正
は
、
保
険
曾
品
加
の
利
潤
を
正
確
に
知
ら
な
け
れ
ば
出
家
な
い
相
談
で
あ
る
炉
ら
、
甚

だ
大
ク
敷
ぃ
。
が
貧
民
の
死
己
寧
は
富
者
の
そ
れ
に
劃
し
て
二
割
一
の
比
を
保
っ
て
ゐ
る
も
の
ご
看
て
、
大
し

た
謬
は
な
い
で
あ
ら
う
」
。
而
L
E
貧
民
の
死
己
卒
守
大
な
ら
し
む
る
最
も
重
大
な
る
原
因
は
.
幼
児
の
死
む
率

で
あ
る
。
中
に
は
ラ
ナ
ア
ク
に
於
り
る
ヂ
f
F
氏
縄
経
の
模
範
的
木
綿
工
場
の
如
〈
、
三
千
人
の
児
童
を
使
用

し
な
が
ら
、
一
七
八
五
年
よ
b
一
七
九
七
年
に
至
る
十
二
年
間
に
、
僅
炉
十
四
名
の
死
巴
者
を
出
し
た
に
過
ぎ

な
い
、
ご
い
ふ
よ
う
な
例
外
的
事
貨
も
ゐ
る
が
、
一
般
に
貧
民
の
幼
児

ω死
口
容
・
は
甚
だ
大
で
ゐ
っ
て
、
殊
に

二
歳
宇
以
下
の
幼
児
の
そ
れ
が
段
も
大
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
抵
抗
力
の
最
も
弱
い
乳
鬼
に
守
分
な
る
柴
養
を
典

へ
る
こ
芭
が
出
来
な
い
た
め
で
ゐ
っ
て
、
熱
病
及
び
宵
腸
病
が
そ
の
主
な
る
苑
凶
で
あ
る
凶

貧
民
の
状
態
は
が
〈
の
如
(
悲
惨
で
ゐ
る
。
而
し

τホ
l
y
に
よ
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
富
者
に
よ
る
貧
民
勢
働

の
搾
取
に
在
る
の
で
ゐ
る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
貧
民
は
其
の
僻
労
働
の
生
産
物
中
極
め

τ小
部
分
の
み
を
享
受
す
る

議

諭

テ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
の
思
想

第
二
十
二
番

(
第
宜
鵠

六
一
』

七
六
丸

Mr. Dale of Lanark in Scotland.かv R. Owcn白骨文

cf. zoid.. section 11 I 貧民伯楽義又は抑制についてのfil!遣は、他の個盛に

もまだ開山ある。

37) 

38) 

ι、""Hi"1l1i:'J''"'梢)';<""""，，，-;'!(;:'1'刷、い



ナ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
由
思
想

プミ

4二
O 

第
二
十
二
容

(
品

m
T
E
挽

日曲

議

に
過
ぎ
な
い
v
、
ご
い
ふ
現
状
に
ゐ
る
か
ら
、
か
、
る
結
川
本
が
起
つ

τ来
る
の
で
あ
る
。

英
闘
に
於

τ年
々
支
捌
は
る
、
地
代
凶
総
額
は
.

て
一
一
千
高
砂
己
計
算
さ
れ
た
が
、

ホ
1
w
よ
b
約
二
十
年
前
に
、

ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
等
に
よ
っ

ホ
l
u
F
は
、
今
日
(
一
八

O
五
年
)
は
之
を
三
千
高
時
間
ピ
見
積
っ
て
も
よ
か
ら
う

ご
い
ふ
。
而
し
て
ア
ダ
ム
・
1

ミ
旦
に
な
ら
っ
て
・
地
代
の
高
を
英
閣
の
全
農
康
物

ω刷
間
格

ωは
い
二
二
分
の
一
吉

宥
倣
す
な
ら
ば
、
砕
同
時
英
闘
の
一
年
附
り
農
産
物
の
金
制
慣
格
は
九
千
高
傍
で
ゐ
る
ご
い
I

ム
こ
ピ
に
な
る
。
が
併
し

グ
レ
イ
榔
士

ω著
書
所
得
税
論
に
載
っ
て
ゐ
る
計
算
を
利
用
し
て
、
立

(ω
会
問
倒
叫
刊
を
一
億
一
千
二
百

高
砂
己
似
定
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
彼
は
一
見
ら
仁
、
一
八

O
四
年
に
於
り
る
製
造
工
業
日
間
的
総
山
総
舗
を
約
五
千
出

械
な

b
ご
濁
川
せ
る
ピ
ッ
ト
の
設
え
製
池
工
業
口
聞
の
刷
内
消
投
高
は
そ
の
輸
出
舗
の
約
三
俗
で
あ
る
ご
の
多
く

の
卒
者

ω説
ご
を
根
球
正
し
て
、
一
年
聞
に
閥
内
で
消
費
古
る
、
製
造
口
聞
の
全
倒
格
を
、
一
億
五
千
消
防
な
h
J
Z

算
へ
記
。
か
〈
て
英
凶
に
於
て
一
年
間
に
生
産
古
る
、
農
産
物
ぜ
製
造
日
開
正
の
総
債
格
は
、
一
一
一
億
一
千
二
百
高
砂

な

hzν
ふ
こ
正
に
な
る
。
而
も
|
|
ホ

1
F
は
縦
げ
て
論
宇
ら
く
1
ー
そ
の
う
も
峨
労
働
者
階
級
が
前
投
し
得
る

の
は
、
約
四
千
古
同
時
(
帥
労
働
者
一
家
族
の
平
均
年
収
入
ニ
ト
五
傍
仁
共
の
家
族
数
百
六
十
両
を
来
じ
て
得
た
る
数
)

で
ゐ
つ

τ、
印
も
会
問
問
宮
の
約
八
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。
ど
か
ら
結
局
全
人
口
の
約
八
割
を
占
む
る
労
働
者
が
、

岡
富
の
約
入
分
の
一
を
消
殺
し
て
居
る
こ
正
に
な
る
ω

ホ
l
p
は
之
を
結
ん
で
臼
〈
、

「
若
し
こ
の
記
辿
が
正
し
い
芭
す
る
な
ら
ば
、
E
i
f
-
-
八
日
の
中
一
目
、
若
C
は
一
日
の
一
中
一
時
間
が
、
貧
民
が

彼
れ
自
身
.
妻
、
及
び
子
供
の
清
め
に
働
f
ζ
子
炉
』
評
さ
れ
た
総
て
の
時
間
な
の
で
あ
る
o
他
山
唱
し
の
日
、

若
〈
は
一
日
の
(
労
働
時
間
の
)
ゲ
の
他

ω総
て
の
時
間
は
、
彼
は
他
人
の
た
め
に
働
〈
の
で
あ
る
ヤ

K
『

l
V
9
A

町、

z
i
J
t
 

c仁 ibid.， pp. ] 16-1 18 
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ホ
l
y
は
、
こ
の
剰
俄
帥
労
働
若
〈
は
努
働
搾
取
ご
い
ふ
事
貨
に
謝
抗
せ
し
む
る
に
労
働
全
般
様
の
主
張
を
以

τ

し
、
「
或
人
が
唱
分
自
身
の
持
働
の
会
来
貨
を
享
受
す
る
こ

t
が
、
自
由
の
本
質
的
一
部
分
で
ゐ
る
こ
ご
は
、
疑

ふ
除
地
が
な
い
一
『
ご
論
じ
っ
、
、
崎
労
働
者
が
そ
の
労
働
に
謝
し
て
受
〈
る
捗
貨
は
、
彼
れ
の
勢
働
の
川
端
封
仁
ゐ
ら

・?
?
Z
の
、
戒
は
唱
へ
ら
る
一
へ
き
反
掛
論
に
討
し
て
、
「
併
し
考
へ
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
γ

の

u、
拙
労
働
者
の
勢
貨

は
、
彼
れ
の
勢
働
の
泉
質
又
は
生
産
物
、
的
も
彼
れ
の
労
働
が
質
際
採
ら
へ
た
も
の
、
で
は
な
〈
て
・
雄
主
が
彼

に
山
県
へ
る
こ
ど
を
同
志
し
た
ξ
の
債
務
、
郎
も
多
〈
の
場
合
に
、
勢
働
者
が
彼
れ
の
持
働
の
み
を
産
物
に
封
L
て

どい
w
p
A

こ
ピ
で
あ
る
』
、
ピ
山
を
へ
て
ゐ

若
〈
は
そ
の
代
b
ご
し
て
受
〈
ぺ
〈
、
強
制
さ
る
、
所
の
も
の
で
あ
る
、

る。
然
ら
ば
勢
働
者
は
、
何
故
彼
れ
の
耐
労
働
の
金
生
局
物
よ
り
遥
か
に
少
い
も
の
を
、
労
賃
ご
し
て
受

t
べ

C
除
儀

な
〈
き
る
、
の
で
ゐ
る
か
。
ぞ
れ
は
、
「
貧
民
は
貨
怖
が
な
〈

τは
食
つ

τ行
け
な
い
し
、
又
彼
等
は
幡
宮
仰
を
し
な

け
れ
ば
貨
併
を
得
る
こ
正
が
州
来
な
い
」
の
で
、
彼
等
は
、
「
貨
融
市
道
く
は
生
活
必
需
品
を
所
有
し
」
・
「
貧
民
に
生

活
必
需
品
の
享
受
守
拒
絶
す
る
の
権
力
を
も
っ
て
居
る
』
所
の
官
者
の
欲
す
る
が
俄
に
、
「
支
配
」
さ
れ

F
る
合
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
紡
に
つ
い

τ、
ホ

l
u
p
は
亦
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
居
る
o

『
彼
等

ω物
(
土
地
、
家
音
、
毅
物
、
原
料
品
、
道
H
べ
機
械
、
製
造
品
、
等
を
指
す
|
|
刻
註
)
や
一
所
有
[
て

居
る
人
々
(
郎
も
官
者

1
i別
抗
)
は
、
貧
民
労
働
者
の
眼
の
前
に
此
等
の
物
を
差
出
し
な
が
ら
可
「
若
し
も
お

前
議
が
俺

ω
た
め
に
か
く
か
〈
の
方
法
で
労
働
を

L
て
央
れ
る
積
り
な
ら
ば
.
俺
は
お
前
述
の
必
要
吉
す
る
も

の
を
此
等
の
物
の
中
か
ら
遺
る
o

が
併
し
・
俺
が
お
前
述
に
要
求
す
る
事
例
を
錦
ょ
う
ど

L
な
い
な
ら
ば
、

言命

量産

チ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
の
忠
州
国

第
二
十
二
容

(
第
五
批

ヒ
ーヒ

fbピ1.， pp. 119-120 

Ibul.. p. 12l 

cf 討 作l.， p. 126 
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六
回
)

第
二
十
二
容

(
品
五
抽
出

b 
t二

論

議

テ
ヤ
ア
ル

λ

・
ホ
ー
ル
の
思
想

前
進
に
は
一
物
た
り
ご
も
治
る
こ
=
は
出
来
な
い
」
、
己
い
ふ
。
に
hr
ら
、
総
て
の
刑
罰
の
う
ち
最
も
重
い
も

の
・
郎
も
彼
H
A
び
彼
れ
の
家
族

ω生
与
に
必
要
な
る
物
の
剥
奪
古
い
ふ
刑
制
の
下
に
、
彼
は
柏
崎
す
ぺ
〈
彼
に
漉

せ
ら
れ
た
る
事
例
を
承
引
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
V
ご
い
ふ
、
絶
・
動
的
必
然
が
抜
に
存
在
し
て
居
る
の
で
あ
る
」
。

之
を
要
す
る
に
、
貧
民
叫
労
働
者
は
ョ
ぞ
の
努
働
力
の
ほ
hr
何
物
を
も
有
せ
ゴ
る
が
放
に
、
そ
の
勢
働
の
全
川
市
貨

を
受
〈
る
代
h
に
、
主
(
の
極
〈
一
小
部
分
に
し
か
該
常
し
な
い
所

ω
も
の
を
、
叫
労
働
力
の
田
岡
崎
郎
も
崎
芳
賀
ご
し
て

受
〈
ぺ
〈
、
労
働
支
配
の
擁
カ
を
有
す
る
富
者
に
よ
っ
て
強
制
古
る
、
、
ご
い
ふ
の
が
ホ

l
p
の
見
解
な
の
で
あ

る
。
然
ら
ば
富
者
階
級
は
、
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
、
現
に
そ
の
労
働
支
配
機
を
振
ひ
っ
、
あ
る
か

u
y

、
次
の

問
題
で
ゐ
る
。

第
四
、
官
者
の
産
業
支
配
の
質
際
ホ
!
と
か
耐
労
働
支
配
椛
を
以
て
富

ω特
質
な
り
芭
論

ιち
』
ご
は
、
前

越
の
過
ち
で
あ
る
。
然
ら
ば
か
、
る
特
質
を
有
す
る
官
を
多
量
に
所
一
制
す
る
山
曲
者
は
、
如
何
慌
に
こ
の
労
働
支
配

植
を
利
用
せ
ん
正
欲
す
る
や
。
市

1
w
の
言
を
用
ふ
れ
ば
、
官
者
は
、
言
ふ
共
で
も
な
〈
、
「
能
ふ
限
ふ
り
多
〈
労

働
の
果
貨
を
享
受
す
る
-
』
ご
が
出
来
る
よ
う
に
、
労
働
を
指
却
す
る
で
あ
ら
う
μ
。

惟
ふ
に
、
富
者
乞
し

τか
〈
の
如
〈
『
能
ふ
限
ム
リ
多
〈
労
働
の
旧
事
貨
を
享
受
す
べ
〈
」
労
働
を
支
配
せ
ん
ご
欲
せ

し
む
る
そ
の
動
機
に
は
、
二
つ
の
施
柑
酬
が
ゐ
品
。
一
は
彼
等
が
取
得
せ
る
労
働
の
巣
賞
を
彼
等
の
脊
修
的
欲
些
充

足
の
た
め
に
用
ふ
る
こ
己
を
目
的
記
す
る
も
の
で
ゐ
っ
て
.
他
は
そ
れ
を
夏
ら
に
よ
b
大
な
る
利
潤
の
獲
得
の
た

め
に
資
本
ご
し
て
則
ひ
ん
こ
子
乞
目
的
ざ
す
る
も
り
で
あ
る
。
前
者
を
消
費
上
の
動
機
ピ
言
ひ
得
る
な
ら
ば
、
後

者
を
生
産
上
の
動
機
正
名
付
け
て
も
宜
か
ら
う
。
而
し
て
後
の
も
の
申
}
を
資
本
主
義
の
真
髄
で
あ
る
わ
り
で
あ
る

Ibia.， p. 44 

Ibilム p.77. 
45) 
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が
・
併

ω顧
み
て
ホ

1uy
の
所
論
セ
探
索
す
高
な
ら
ば
、
吾
々
は
‘
彼
が
賞
者
の
融
労
働
支
配
従
つ
也
庫
業
支
配
じ

っ
γ
て
語
札
る
際
に
は
、
彼
は
そ
の
支
配

ω動
機
を
生
産
上
仁
求
め
守
し
て
、
之
を
消
費
上
に
求
め

τ居
る
こ
ぜ

を
、
後
見
す
る
で
あ
ら
う
。

仰
で
私
は
、
官
者
以
消
費
上
の
目
的
よ
b
し
て
一
因

ω産
業
を
勝
手
に
向
り
換
へ
る
ピ
の
ホ

1
w
の
訟
を
、
次

に
述
べ
る
諜
で
あ
る
が
、
そ
の
前
仁
一
般
論

t
L
て
、
彼
れ
の
同
間
借
論
正
そ
れ
よ
り
噂
き
出
苫
れ
た
る
利
潤
論
E

仁
つ
い

τ、
一
隠
翻
察
を
加
へ
置
〈
の
必
要
を
戚
宇
品
。

ホ
l
w
は
貨
物
の
交
換
碩
値
に
就
て
多
{
を
一
一
員
っ
て
ゐ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
謂
ふ
所
の
崎
労
働
債
儲
論
に
一
冨
ひ
及

ん
で
居
る
正
こ
ろ
が
め
る
。
号
の
大
意
を
示
せ
ば
、
そ
は
弐

ω如
〈
で
あ
る
。

労
働
の
県
貨
を
勢
働
の
提
供
者
が
会
牧
す
ぺ
き
で
あ
る
こ
さ
は
言
ふ
を
要
し
な
い
が
、
若
し
彼
が
そ
れ
伝
消
費

し
て
な
は
掛
川
り
が
め
っ
た
ピ
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
剰
伶
の
富
を
帯
積
す
る
か
、
又
は
彼

ω必
要
ご
す
る
仙

の
貨
物
£
そ
れ
正
を
交
換
す
る
か
、
そ
の
敦
れ
か
で
あ
る
。
而
し
て
後
の
場
合
、
郎
ち
他
人
に
よ
っ
て
遁
ら
れ

そ
L
て
他
人
の
所
有
に
属
す
る
貨
物
正
そ
れ
芭
を
交
換
す
る
場
合
に
は
、
交
換
さ
る
ぺ
き
此
等
二
つ
の
貨
物

は
、
相
等
L
い
交
換
贋
舗
を
有
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
而
し
て
こ
の
交
換
債
依
は
、
「
交
換
苫
る
L
V

貨
物

わ

を
出
附
ら
へ
る
た
め
に
用
ひ
ら
れ
た
る
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
、
厳
密
に
秤
定
苫
る
べ
き
で
あ
る
匂
(

a

・
:
自

向
山
口
巳
ぐ
包

zn
同

o
t
mリ

ω門
岡
山
の
巴
山
、
自
ロ
ヨ
ωぽ
【
同
町
可
岳
巾

Athμ
ロ
岳
山
、
。
『
.
匹
。
宮
『
。

5
2目
立
。
可
注
目
ロ
ヨ
色
仏
ロ
問
岳
め

H
E口
問
旬
。

H
口

r
E四
日
凶
・
)

ホ
l
p
は
、
右
に
逃
ぺ
た
る
却
に
さ
券
働
償
偵
論
士
、

リ
ノ
カ
ア

γ
乃
至
マ
ル
ク
λ

の
知
〈
、
夏
ら
に
詳
細
に
詑
明

ュ貰

"h. 
A緬

ナ
ヤ
ア
ル
ス
・
永

l
ル

O
思
想

(
第
五
焼

弟
二
十
二
巷

ハ
軍
)

t 
じ

Ibid.， p. 6B 
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第
ニ
十
三
容

(
第
五
拠

六
大
}

諜

チ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ

1
ル
由
思
想

じ
・
じ
凹

司市

こ
の
労
働
償
値
ご
利
潤
の
後
生
己
の
閥
係
に
つ
い
1

て
、
彼

が
T

Y
ク
λ

流
の
考
へ
方
を
就
に
採
っ

τゐ
た
こ
ど
を
、
設
見
L
得
る
の
で
あ
る
。
却
も
彼
は
‘
商
業
刺
潤
の
畿

叙
述
す
る
の
勢
は
執

ιな
か
っ
た
が
、
併
し
吾
々
は
、

生
に
就

τ、
次
の
如
〈
言
つ

τゐ
る
。

「
拘
業
若
〈
は
交
易
は
、
阪
に
貧
民
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
わ
h

品
物
の
購
入
及
び
販
資
、
並
び
に
そ
れ
等
の
品
物

よ
b
生
す
る
利
潤

ω獲
得
よ
'
り
成
る
。
此
等
の
品
物
は
、
総

τ、
勢
働
者
、
製
諮
業
岩
等
的
手
に
よ
っ
て
生
産

さ
れ
た
も
の
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
の
金
額
値
以
下
で
彼
等
よ
b
受
取
ら
れ
柁
も
の
で
ゐ
る
。
で
な
り
れ

ば
、
ぞ
れ
等
よ
b
利
潤
を
攻
め
得
る
筈
が
な
い
。

rか
ら
商
人
は
、
貧
民
の
勢
仰
の
呆
貨
の
分
前
に
預
か
っ

τ

ゐ
る
わ
り
で
ゐ
る
」
。

郎
も
ホ

1
Y
に
よ
れ
ば
、
諸
貨
物
が
そ
の
を
一
煩
値
キ
貨
現
す
る
の
は
、
そ
が
最
品
悼
の
商
人

ω手
を
離
れ
る
時
で

ゐ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
階
段
に
於
て
は
、
そ
は
某
の
全
労
働
倶
値
以
下
で
買
取
ら
れ
て
居
る
、

tν
ふ
こ
ピ

仁
な
る
。
而
し
て
こ
の
こ
ご
は
、
融
労
働
者
が
其
の
労
働
の
結
川
市
た
る
生
産
物
若
〈
は
裳
の
圃
闇
値
を
会
牧
し
て
ゐ
な

い
こ
古
を
、
話
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
設
を
前
に
越
べ
た
ホ

1
w
の
剰
俄
傍
働
時
間
説
E
併
せ
考
ふ
る
古
書

仁
、
吾
h

司
は
、
そ
が
T

W

F

1

の
剰
伶
倒
値
説
に
近
似
せ
る
こ
ご
に
気
付
く
次
第
で
あ
る
。

実
に
然
、
ら
ば
、
ニ
の
利
潤
の
分
前
に
預
か
る
の
は
、
た
uy

商
人

rけ
で
め
る
か
。
ホ

1
片
之
に
答
へ
て
臼
〈
、

「
一
人
叉
は
多
数
の
叫
労
働
者
に
よ
っ

τ諮
り
曲
さ
れ
た
る
殆

y-総
τの
貨
物
に
つ

ν
て
利
潤
を
取
得
す
る
の
は
、

一
人
村
い
り
で
は
な
〈
て
、
も
つ
ご
津
山
の
人
々
で
あ
る
」
。
例
へ
ば
一
つ
の
崎
市
中
に
つ
い
て
昆
る
も
、
共
の
債

格
の
一
部
分
づ
、
を
利
潤
ピ
{
て
取
得
す
る
人
-M

に
は
、
馬
車
製
造
業
の
親
方
、
ぺ
V

キ
屋
の
親
方
、
給
具
屋

Jola.. p. 70. 48) 



の
親
方
、
篠
皮
屋
、
草
屋
、
ガ
ラ
月
屋
、
材
木
庫
、
鍛
冶
屋
、
銀
や
板
金
の
細
工
屋
等
の
夫
々
の
親
方
な
ど
・

町

数
へ
曲
事
げ
れ
ば
限
・
り
の
な
い
ほ

E
多
勢
ゐ
る
刷

ω
 

印
も
ホ
ー
ル
は
、
親
方
向
人
ば
か

h
で
な
(
、
親
方
制
措
抱
業
者
が
悉
〈
、
「
自
分
は
一
皐
手
の
労
働
を
す
る
こ
ご

な
し
に
」

(
5
5
2同
島
氏
ロ
問

μωg-自
民
話
。
月

rsm日
目
{
耳
切
)
幾
分
か
づ
、
の
利
潤
を
生
産
物
の
倒
他
山
中
止
h

分
け
取
っ
て
ゐ
る
た
め
、
阪
述

ω如
〈
、
叫
労
働
者
階
級
は
金
閥
富
の
約
八
分
一
を
じ
か
享
受
す
る
こ
芭
が
由
来
な

い
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
ご
、
考
へ
た
の
で
あ
る
。

(
位
)
な
ほ
ホ
ー
ル
割
、
地
主
E
以
て
訓
ふ
所
由
剰
除
倒
値
白
骨
，
刷
に
預
か
る
者
尚
一
人
と
看
位
し
た
る
ζ

と
は
吉
λ
ま
で
も
な
い
が
、
何
故
彼

が
地
主
を
粗
方
耐
人
宇
却
方
組
詰
業
者
と
述
べ
て
論
じ
な
か
っ
た
か
は
、

ζ

れ
か
ら
越
ペ
る
と
と
に
よ
っ
て
自
ら
明
か
に
な
る
で
あ
ら
う
か
ら
、

袋
に
は
姑
〈
之
を
省
〈
。

き
て
然
ら
ば
、
制
判
山
開
聞
闇
値
若
〈
は
利
棚
仰
の
分
前
に
預
か
る
富
者
は
、
消
費
上
の
目
的
よ
・
り
し
て
如
何
な
る
方
法

で
一
同

ω産
業
を
支
配
し
て
居
る
か
o

先
づ
商
工
業
の
起
源
に
閲
す
る
ホ
ー
ル
の
意
見
を
似
る
に
、
彼
に
よ
れ
ば
・
大
抵
の
文
明
閣
に
於

τ農
業
が
哀

へ

τ製
造
業
及
び
商
業
が
勃
興
し
た
の
は
、
究
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。

卸
も
第
一
段
に
は
、
大
地
主
た

h
し
封
建
君
主
が
い
其
の
牧
得
せ
る
剃
品
仰
の
農
産
物
(
ホ

1
F
の
言
葉
を
用
ふ

れ
ば
、
「
耕
作
者
の
生
活
資
料
を
除
い
た
残
'
り
の
部
分
〕
)
を
、
こ
れ
ま
で
の
如
〈
臣
下
に
分
奥
す
る
代
b
に
、
手

工
的
技
術
の
優
れ
た
る
少
数
の
工
匠
に
奥
へ
て
・
自
分
迭
の
た
め
に
手
工
口
聞
の
製
作
に
従
事
せ
し
む
る
に
至
b
、

而
し

τ第
二
段
に
は
、
封
建
君
主
に
従
属
せ
る
少
数
の
技
術
者
の
代
b
に
、
閥
民
の
多
数
が
一
般
的
需
距
の
た
め

乃
至
外
凶
輸
出
り
た
め
に
手
工
業
に
究
」
は
機
械
工
業
に
代
事
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
o
而

L
て
製
池
来

ω晶
刊

誌

チ
ヤ
ア
ル
ス

4
1
ル心用品志

論

議

銘
二
十
ニ
魯

{
第
五
説

ム
ハ
七
)

士
士
E

cf. ibid.， p. f22 

Master tr乱desmanand master manufacturer 
fbid.， p. 77・

40) 

rOJ 
5t) 



7前

六
八
)

は
、
必
然
的
に
問
内
商
業
(
昨
日
常
)
及
び
外
凶
貿
易
へ
の
O
B
S耳
目
)
を
促
進
せ
し
め
る
。

商
エ
班
本
山
り
畿
生
部
備
は
右
の
如
〈
で
あ
る
が
、
ホ

1
w
が
武
者
り
産
業
支
配
を
論
ず
る
に
つ
い
て
最
も
憂
へ
た

の
は
、
一
回
の
農
業
者
が
減
少
し

τ商
工
業
に
従
事
す
る
者
が
増
加
す
る
そ
の
傾
向
で
あ
る

Q

印
ち
彼
は
、
農
業

の
衰
微
に
よ
ヲ
て
食
物
等
の
生
活
必
需
品
的
生
産
に
従
事
す
る
ご
-
』
ろ
の
「
生
産
的
な
る
口
県
つ
有
用
な
る
労
働
者
』

が
、
商
工
業
者
の
よ
う
な
「
不
生
産
的
な
る
且
勺
浪
費
的
な
る
勢
働
者
』
に
な
っ
て
仕
舞
ふ

f
ピ
を
、
最
も
嘆
い
た

ゆ
で
あ
る
o

か
、
る
考
へ
方
は
、
か
の
フ
ィ
ジ
オ
タ
ラ

l
ト
洗

ω
そ
れ
に
甚
に
似
て
ゐ
る
o

た
ャ
俳
L
乍
ら
、
ホ

l
w
が
向
工
業
を
も
っ
て
不
生
産
的
で
ゐ
る
ご
な

t
M〈
浪
費
的
で
あ
る
正
言
っ
た
の
は
、
商
工
業
は
貨
は
闘
民
一

般
め
需
要
を
充
た
す
こ
芭
甚
に
少
〈
、
夫
等
は
主
ピ
し
て
富
者
の
者
修
的
欲
州
唱
を
充
た
す
に
役
立
つ
に
過
ぎ
な
い
w

t
v
ふ
、
彼
一
流
の
主
誠
に
基
因
し
て
居
る
の
で
あ
る
o

以
下
ニ
の
勅
に
閲
す
る
彼
れ
の
見
解
を
や
、
詳
し
〈
槻

察
す
る
で
あ
ら
う
。

(
第
五
鋭

第
二
十
二
容

七
じ
六

議

ナ
ヤ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
申
思
想

前
述
せ
し
如
く
、
中
1

ル
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
製
治
業
そ
の
も
の
、
後
生
は
、
農
業
上
の
剃
伶
生
産
物
を
取
得

せ
る
封
建
省
主
的
岩
崎
伊
的
欲
製
仁
、
負
う

τゐ
る
ο

に
か
ら
、
後
世
の
製
叫
出
来
の
少
〈
ピ
も
一
部
分
山
り
も
の
を
L

τ「
者
修
的
拠
地
業
」

(
H
F
0
2
E
a
E
E
C
F
3
5
2
)
た
ら
し
め
柁

ωは
、
少

L
も
不
思
議
で
な
い
。
そ
う
し
て

「
脊
修
的
製
進
u
聞
は
、
総

τ、
長
時
間

ω労
働
に
よ
っ

τ生
産
さ
れ
る
o

:

ト
:
・
貨
姉
人
が
著
用
す
る
が
イ
ン
ト
・

伊

L
l
p

副

V

4

1

製
の
而
紗
は
、
恐
ら
〈
而
紗
製
造
家

ω多
年
に
一
旦
る
作
品
で
あ
ら
う
L
。
同
日
間
に
よ
H
族
宗
一
一
裁
の
同
川
ム
る
衣

装
、
身
仕
度
、
卓
子
、
什
探
等
は
、
長
時
間
に
一
吐
る
而
例
は
労
働
の
作
品
で
あ
る
o

放
に
此
等
は
明
か
に
「
貧
民

の
労
働
の
大
浪
曲
抗
』
で
あ
る
同

L
か
も
前
述

ω如
く
・
貧
民
は
、
古
老
の
命
令
に
佐
は
な
げ
れ
ば
、
生
活
必
需
品

の
供
給
を
拒
絶
さ
れ
る
。
富
者
の
消
費
上
の
動
機
に
よ
る
ご
こ
ろ
の
、
農
よ
り
工
へ
の
捗
働
の
強
制
的
時
業
、
郎

Ibuf_. 1'1'-77-79 
J苫itt.，p. 106 
Ibid.， p. 84. 
fbui.， pp_ 8，1-85 

52) 

53) 

.o4) 
55) 



ち
富
者
の
産
業
支
配
を
蕊
に
窺
知
す
る
こ
Z
が
出
来
る
。

併
し
ホ

1uF
が
血
中
げ
た
富
者
り
再
開
業
支
配
り
例
は
こ
れ
に
止
ま
る
の
で
は
な
(
て
、
脊
修
的
製
品
叫
業
に
あ
ら

g

る
他

ω製
造
業
及
び
商
業
仁
就

τも
、
そ
の
例
を
後
見

L
得
る
，
ピ
彼
は
主
張
す
る
。
某
の
一
大
意
を
示
せ
ば
次
の

如
〈
で
あ
る
。

抑
も
一
闘
の
倉
庫
や
船
加
や
向
山
泊

ω中
に
多
量
の
製
遺
品
が
推
日
目
さ
れ
て
ゐ
る
ピ
、
人
々
は
そ
の
闘
を
笛
ん
で

ゐ
る
ご
い
ふ
が
、
併
し
そ
れ
は
大
間
迩
で
あ
る
o

ニ
の
現
象
は
、
「
た
hv
、
多
数
人

ω抽
労
働
を
支
配
し
っ
、
.
彼
等

の
勢
働
の
結
川
市
た
る
商
品
の
大
量
全
集
取
し
得
る

1
i
彼
等
自
身
u
A
ぴ
彼
等
の
家
族
の
生
活
に
制
到
し
て
極
め
て
僅

か
の
手
常
を
奥
へ
つ
、

l
皆
、
若
干
の
官
主
ゐ
る
こ

E
を
、
一
万
す
の
み
で
あ
る
山
。
そ
れ
は
、
丁
度
・
撃

が
多
量
に
在
っ
て
も
、
そ
の
生
産

K
絡
事
せ
る
蜜
蜂
・
が
、
必
十
し
も
総
て
そ
の
食
糧
を
十
分
に
得
て
ゐ
る
ピ
言
ひ

得
な
い
1

の
ピ
、
同

c-』
ピ
で
あ
る
日
吻
論
貧
民
で
も
製
造
品
や
轍
入
品
の
消
費
に
会
〈
参
加
し
な
い
ご
は
言
へ
な

い
。
併
し
そ
れ
は
『
可
能
的
説
少
量
」
凶

(
F
o
F
E門
司

B
t
E
O
』旨ロ
R
q
)
で
あ
る
。
然
ら
ば
製
造
品
の
可
能
的
最
多

量
を
集
取
す
る
富
者
は
、
是
を
彼
等
の
消
費
上
の
利
篠
の
た
め
じ
利
用
す
べ
〈
、
如
何
な
る
手
段
に
訴
へ
る
か
。

彼
等
は
、
製
遊
日
聞
を
そ
の
ま
、
の
形
で
斯
〈
多
量
に
消
費
す
る
屯
』
ピ
は
由
来
な
い
。
こ
、
に
文
明
凶
に
於
り
る
内

外
商
業
の
重
大
な
る
機
能
が
現
は
る
、
の
で
あ
る
。
「
商
業
は
一
物
正
一
他
物
ご
の
交
換
よ
h
成
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
が
有
盆
な
v

り
や
有
害
な
り
や
は
、
次
の
単
純
な
る
事
情
、
郎
も
受
領
せ
る
品
物
が
受
領
者
に
古
っ
て
手
離
せ
る

品
物
よ

h
も
よ
い
有
用
な
り
や
叉
よ
ド
有
用
な
b
や

ω一
証
明
、
に
依
っ
て
定
め
ら
れ
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
ザ
然
る

に
現
時
欧
洲
よ
b
輸
出
さ
る
、
総
工
の
貨
物
は
、
生
活
必
需
品
で
あ
る
正
有
倣
し
て
も
よ
い
。
何
故
己
い
ふ
に
、

輸
出
品
に
は
、
綿
製
品
山
羊
毛
u
聞
の
如
〈
質
際
必
需
品
で
あ
る
所
の
も
の
ご
、
脊
修
口
聞
で
あ
る
所
の
も
の
ど
が
あ

震

前

テ
十
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
J

思
想

第
二
十
三
巻

(
第
五
貌

古
丸
」

七
七
七

66) &57) Ibzd.. p. 144 

f8) Ibid.， p. 145 

5D) Ib以.p. 20 
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九
第
百
硯

b
O
)
 

第
二
十
ニ
岱

じ
じ
λ

諭

13l 

テ
ヤ
ア
ル
λ

・k
l
ル
旧
恩
也

る
・
川
、
川
ぴ
そ
が
符
修
パ
聞
で
ゐ
-
h
う
f
h
、
「
そ
仙
一
等
hv自
生
成
f
る
・
ょ
こ
ん
山
労
川
は
・
打
九
告
れ
に
採
り
向
山
り
ら

れ
な
か

ZHEす
れ
ば
、
第
一
次
的
ド
有
川
且
つ
必
要
な
る
物
日
聞
を
生
産
l
た
で
あ
ら
う
山
、
ピ
レ
ム
意
味
に
於

て
、
有
町
周
持
働

ω輸
出
で
ゐ
る
ご
み
て
、
差
支
が
な
い
か
ら
で
あ
る
o
然
ら
ば
究
仁
、
欧
洲
に
輸
入
さ
る
、
貨
物

は
知
何
な
る
楠
瀬

ωも
の
で
あ
る
か
ご
い
ふ
に
、
そ
れ
は
殆
Y
」
脊
修
品
若
{
は
賞
者
の
み
が
需
要
す
る
よ
う
な
品

物
の
み
で
め
る
ご
一
百
っ
て
よ
い
o

欧
洲
諸
凶
へ
貨
物
を
輸
出
す
る
の
は
、
東
西
隔
印
度
、
商
腕
牙
倒
ア
メ
リ
カ
、

ト
市
F

1

等
で
あ
っ

τ、
そ
の
主
な
る
貨
物
は
、
茶
・
紺
、

T
A
y
y
、
陶
器
、
金
、
ラ
ム
酒
・
砂
糖
・
共
他
で
め

る
が
、
そ
れ
等
は
凡
て
・
山
品
者
の
衣
装
や
什
探
や
邸
宅
や
食
卓
を
飾
る
た
め
の
賛
滋
品
で
あ
る
。
『
第
一
次
的
に

必
要
な
る
品
物
の
如
〈
、
誌
の
大
な
る
見
苦
し
い
品
物
を
、
此
等
の
遠
方
の
場
所
か
ら
轍
入
す
る
ニ
Z
は
、
商
人

の
勘
定
に
合
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
尤
も
の
話
で
あ
る
げ
だ
か
ら
、
此
等
の
輪
入
貨
物
の
中
貧
民
の
使
用

の
範
国
に
這
入
っ
て
来
る
も
の
は
、
宵
に
樋
め
て
僅
か
で
あ
る
ザ
つ
ま
b
、
『
生
活
必
需
品
の
生
産
に
使
用
さ
る

、
よ
h
も
迄
か
に
多
〈

ω
労
働
を
必
要
正
す
る
』
芭
こ
み
の
、
外
国
1
b
ω
発
修
的
製
逃
口
聞
の
少
量
を
得
一
る
た
め

回

日
生
活
必
需
日
聞
の
多
量
が
輪
出
さ
晶
、
ぜ
い
1

ふ
有
様
な
の
で
あ
る
。
商
業
が
富
者
に
ピ
っ
て
有
利
で
あ
り
、
貧

民
に
ご
っ

τ不
利
で
ゐ
る
ご
い
ム
理
由
・
及
び
官
者
が
消
費
上
の
利
盆
を
動
機
ご
し
て
、
農
よ
h
も
市
町
工
を
重
ん

じ
、
か
〈
て
一
閣
の
産
業
を
勝
手
に
支
配
す
る
の
理
由
は
、
右
に
よ
っ
て
明
か
で
ゐ
ら
う
。

右
の
如
〈
論
じ
来
っ
て
、
吊

1
Y
は
之
守
結
ん
で
日
〈
、

「
以
上
に
よ
り
、
製
治
菜
、
同
内
商
業
及
び
外
岡
貿
易
の
大
部
分
が
、
貧
民
よ
ム
リ
生
活
必
需
品
を
奪
ふ
所
の
主
な

る
手
段
で
ゐ
る
ど
い
ふ
鮎
に
於
て
、
彼
等
に
甚
に
清
筈
で
あ
る
こ
ピ
、
及
び
そ
が
彼
等
の
総

τの
一
四
厄
の
主
な

似

る
原
因
で
あ
る
ニ
ピ
が
、
明
か
に
分
る
で
あ
ら
う
」
。

Ibid.， p. 82 

Ibt'沼， pp. 8， 83・
cf. footnote. (出d.p. 83.) 

Ibid.， p. 83 
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